
資料 報1-4 ３．新潟市業務継続計画（BCP：Business Continuity Plan ）について  
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災害対策業務 優先通常業務 （参考） 

職員参集率 

予測結果 
人命救助や避難者対応など、 

災害対応として行う業務 
災害時においても、継続または 

早期に再開すべき通常業務 

3
時
間
以
内 

 市民の生命、安全の確保 
  初動体制、救急救命活動、 
  避難所開設、道路啓開 等 

31％ 

12
時
間
以
内 

  応急給水、物資運搬・配布、 
  避難生活支援、他機関との調整、 
  他団体への応援要請 等 

56％ 

24
時
間
以
内 

  応急危険度判定、 
  感染症発生予防対策、 
  遺体安置・移送・埋火葬、 
  災害ボランティア活動支援 等 

  市民の生命・安全確保に関する 
  業務（医療、健康支援）の再開、 
  施設の安全管理 等 

59％ 

72
時
間
以
内 

  福祉避難所の開設、 
  道路・公園施設の仮復旧、 
  土砂災害危険区域の応急復旧、 
  下水道復旧、災害ごみ収集 等 

  最低限必要な窓口業務の再開 
  （公証交付、福祉関係の一部）、 
  家庭ごみ・し尿収集、 
  埋火葬手続き再開 等 

79％ 

３
日
（
72
時
間
） 

～ 

1
週
間
以
内 

 被災者の日常生活への 
 復帰の足掛りとなる業務 
  インフラ復旧、避難生活支援、 
  市民相談窓口の設置、 
  被災証明の発行 等 

 必要性、緊急性の高い業務の 
 一部再開 
 
  保健福祉に関する重要業務、 
  学校教育の再開検討 等 

96％ 

1
週
間 

～ 

1
か
月
以
内 

 生活再建支援を含めた広範な 
 被災者支援業務 
  災害救助法等の適用申請、 
  市民の生活再建支援業務、 
  企業への災害融資関連業務、 
  応急仮設住宅、災害見舞金、 
  義援金配布事務 等 

 

 業務の再開範囲拡大 
 
  ※重要性の低い通常業務は、 
   なお積極的に実施を遅らせる 

98％ 

                 非常時優先業務 

《実施方針》 ① 市民の生命を守る災害対策業務を最優先で実施する 
 ② 災害時に不要不急の通常業務は積極的に休止する 
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【ＢＣＰの目的】 

 ・市民の生命を最優先で守り、災害による 
  市民生活への影響を最小限に抑える 

 ・大規模な地震災害時にあっても、適切に業務執行するため、 
  本市が優先して実施する業務（非常時優先業務）や 
  資源の確保等について定める 

 ・行政機能の継続性を確保するとともに、 
  早期の行政機能の回復を図る 

 
 
 

  市の災害対応能力の向上 

【ＢＣＰの目的】 

【ＢＣＰの発動】 

 《発動者》 

   市災害対策本部長（市長） 

 《発動要件》 

  ・市域内に震度６強以上の地震が発生したとき※ 

  ・その他、市域内や市役所機能に大きな被害が生じた場合 

 《適用範囲》 

   全庁組織 

 《対象業務》 

   全庁業務を対象とし、非常時優先業務を実施する 

 《対象期間》 

   発災から1か月以内 
 
 

【ＢＣＰの発動】 

  【非常時優先業務の見直し】 

  ・非常時優先業務は毎年度見直しを行い、見直した結果はＢＣＰのほか、 
   各部署の応急対策マニュアルへ反映 

【非常時優先業務の見直し】 

！不要不急な通常業務は 
 一旦休止し、 
 災害対策業務を優先 
 
※被災の程度、市民生活への 
 影響等を考慮し、 
 可能な場合は前倒しで実施 

 《※地震発生時の市の体制》 

  ・市域内に震度５弱以上の地震が発生した場合、市災害対策本  
   部を設置し、非常配備体制をとる 

  ・震度５弱以上の地震が発生した区は、避難所を開設し、避難 
   者の受け入れ体制をとる 
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